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2021年診療収入分析 
2021 年診療収入について 2019 年から 2021 年の 3 年間比較により分析いたしました。この 3 年

間のうち 2020 年から 2021 年はコロナ禍の期間となりますので、2021 年診療収入分析にあっては、

2019 年水準まで診療収入が戻っているかがポイントです。 

この点に重点をおいて診療収入分析の内容を検討して下さい。診療収入分析表の内容をご説明いた

します。個々の診療所の内容、分析については、担当よりご説明いたします。 

   

 

 

 

   

 
1か月 

延べ患者数 

 

 
1か月 

延べ患者数 

 

 
1か月 

延べ患者数 

 

 

1か月 

延べ患者数 

 

コロナ禍前の水準 

 

診療収入（保険、

自費）の状況 

 

平均来院回数 

・コロナ禍の患者来院の特徴は、コロナ感染拡大による来院控えです。（感染者増加と患者数減には対応関係が薄

いです） 

・新患数がコロナ禍前の状況にもどっていることが重要です。 

・診療報酬改定により 1 回点数が増加しているので、診療点数は患者数減少（実日数減少）ほどは減少していま

せん。 

・よって、患者数（新患、再初診、再診数）について詳細の分析が必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科会計Ⓡ 
歯科経営データ 3 年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ・2020 年はコロナ関係の各種補助金支援金により雑収入が増加しています。 

 ・人件費については大きな変動はありませんでした。 

 ・マイクロスコープ、CT の導入が進む一方で、cadcam の導入はそれ程進んでいない状況です。 

 

 

単位：円

番号 科目 2019年 2020年 2021年 前々年比 前年比

16 保険収入 4,306,494 4,136,795 4,100,749 95.2% 99.1%

17 自費収入 2,140,159 2,142,360 2,461,450 115.0% 114.9%

18 雑収入 105,798 300,785 218,548 206.6% 72.7%

19 診療収入合計 6,552,450 6,579,940 6,780,747 103.5% 103.1%

20 診療材料 464,733 483,412 507,506 109.2% 105.0%

21 外注技工料 488,811 502,296 501,390 102.6% 99.8%

22 診療原価合計 953,545 985,708 1,006,989 105.6% 102.2%

23 給料賃金 1,656,024 1,635,412 1,619,984 97.8% 99.1%

24 法定福利費 205,154 213,805 224,002 109.2% 104.8%

25 福利厚生費 48,498 44,649 42,558 87.8% 95.3%

26 旅費交通費 119,690 90,648 92,896 77.6% 102.5%

27 通信費 41,884 41,483 41,997 100.3% 101.2%

28 接待交際費 86,897 68,800 79,231 91.2% 115.2%

29 水道光熱費 62,956 61,141 57,981 92.1% 94.8%

30 地代家賃 416,141 433,468 502,770 120.8% 116.0%

31 ﾘｰｽ料 52,472 50,071 70,354 134.1% 140.5%

32 減価償却費 306,542 308,962 342,955 111.9% 111.0%

33 研修研究費 29,912 16,841 31,227 104.4% 185.4%

34 広告宣伝費 102,496 106,662 130,590 127.4% 122.4%

35 利子割引料 24,384 23,900 30,771 126.2% 128.8%

36 その他経費 737,952 789,841 867,838 117.6% 109.9%

37 経費合計 3,891,002 3,885,682 4,135,154 106.3% 106.4%

38 事業利益 1,707,903 1,708,550 1,714,866 100.4% 100.4%

39 キャッシュフロー 2,014,446 2,017,512 2,055,209 102.0% 101.9%

番号 科目 2019年 2020年 2021年 前々年比 前年比

40 歯科医師数 1.6 1.6 1.5 94.2% 95.5%

41 歯科衛生士数 1.5 1.5 1.4 90.9% 91.7%

42 歯科助手・受付数 2.5 2.4 2.2 89.2% 90.6%

43 歯科技工士数 0.1 0.1 0.1 90.1% 80.5%

44 ユニット台数 3.8 3.9 3.7 96.3% 95.8%

45 口腔外ﾊﾞｷｭｰﾑ 59.2% 75.9% 74.9% 126.4% 98.6%

46 ﾚｰｻﾞｰ 37.0% 38.6% 36.1% 97.6% 93.5%

47 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚﾝﾄｹﾞﾝ 89.9% 90.5% 90.9% 101.1% 100.5%

48 ｃａｄｃａｍ 8.4% 9.5% 9.5% 113.1% 99.5%

49 ﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ 26.9% 28.2% 32.3% 120.1% 114.5%

50 ＣＴ 46.6% 50.2% 54.0% 115.8% 107.6%

51 スキャナー - - 13.3% - -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドクター会計 

 2021 年医科診療収入データ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 橋本会計お客様平均による 2021 年 1 月から 12 月までの平均値となります。 

・ 各診療科目とも 2020 年より総収入が増加していますが、コロナ前の 2019 年の水準までは戻っ

ていない状況となっています。 

 

・ 

2019年 2020年 2021年 前々年比 前年比

日数 21.1 21.3 21.5 0.4 0.2

実日数 2,524 2,453 2,533 8.5 80

1日平均患者数 120.7 116.5 119.4 -1.3 2.9

ﾚｾﾌﾟﾄ件数 829 810 843 14 33

１人点数 383 367 368 -16 1

月回数 3.14 3.15 3.16 0.03 0.02

ﾚｾﾌﾟﾄ1件点数 1,116 1,100 1,096 -20 -4

新患人数 113 100 101 -12 1

再初診人数 89 60 67 -22 7

完了数 201 162 167 -34 4

保険点数 980,219 932,121 976,947 -3,272 44,827

自費収入 1,165,019 1,169,821 1,142,591 -22,428 -27,230

総収入 10,967,211 10,491,026 10,912,065 -55,146 421,039

2019年 2020年 2021年 前々年比 前年比 2019年 2020年 2021年 前々年比 前年比

日数 19.9 20.2 19.9 -0.0 -0.3 日数 20.6 21.0 20.9 0.3 -0.1

実日数 826 740 720 -106 -20 実日数 1,459 1,361 1,366 -93 5

1日平均患者数 41.3 36.5 35.9 -5.4 -0.5 1日平均患者数 69.9 64.3 64.5 -5.3 0.3

ﾚｾﾌﾟﾄ件数 691 634 631 -60 -4 ﾚｾﾌﾟﾄ件数 1,284 1,198 1,199 -85 1

１人点数 634 646 657 22 10 １人点数 618 618 622 5 4

月回数 1.19 1.16 1.13 -0.05 -0.03 月回数 1.17 1.16 1.18 0.02 0.02

ﾚｾﾌﾟﾄ1件点数 753 751 745 -8 -6 ﾚｾﾌﾟﾄ1件点数 720 718 732 13 14

新患人数 83 75 75 -8 -0 新患人数 101 85 79 -22 -6

再初診人数 119 107 90 -30 -17 再初診人数 217 201 193 -23 -8

完了数 201 183 166 -36 -18 完了数 321 290 272 -49 -18

保険点数 513,380 475,052 463,033 -50,347 -12,018 保険点数 922,083 859,157 883,825 -38,259 24,668

自費収入 247,087 224,408 511,909 264,821 287,501 自費収入 70,219 69,504 58,765 -11,455 -10,739

総収入 5,380,890 4,974,924 5,142,240 -238,650 167,316 総収入 9,291,051 8,661,071 8,897,010 -394,041 235,939

2019年 2020年 2021年 前々年比 前年比 2019年 2020年 2021年 前々年比 前年比

日数 22.7 22.1 22.8 0.0 0.4 日数 18.5 19.0 19.0 0.5 0.1

実日数 2,110 1,865 1,867 -243 2 実日数 1,316 1,119 1,113 -203 -6

1日平均患者数 92.3 82.7 81.1 -11.2 2.8 1日平均患者数 70.0 58.5 58.0 -12.0 -0.5

ﾚｾﾌﾟﾄ件数 1,670 1,502 1,505 -166 3 ﾚｾﾌﾟﾄ件数 877 743 749 -129 5

１人点数 701 729 744 43 10 １人点数 744 796 820 76 25

月回数 1.22 1.19 1.19 -0.03 -0.00 月回数 1.64 1.63 1.63 -0.00 0.00

ﾚｾﾌﾟﾄ1件点数 844 861 880 36 10 ﾚｾﾌﾟﾄ1件点数 1,181 1,232 1,259 79 28

新患人数 80 53 55 -25 2 新患人数 50 28 30 -20 2

再初診人数 229 161 151 -79 -9 再初診人数 53 32 33 -20 1

完了数 303 233 204 -99 -27 完了数 105 71 62 -42 -9

保険点数 1,451,181 1,328,400 1,380,121 -71,060 45,804 保険点数 1,011,422 917,740 952,475 -58,947 34,735

自費収入 1,633,542 1,746,186 2,117,954 484,412 188,520 自費収入 772,731 853,844 969,414 196,683 115,570

総収入 16,145,352 15,030,182 15,919,163 -226,190 646,561 総収入 10,886,949 10,031,244 10,494,161 -392,788 462,916

平均

整形外科（院外）11医院

平均

眼科（手術無）8医院

平均

眼科（手術有）3医院

平均

内科（院外）10医院

平均

内科（院内）3医院



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

医療承継 
相続前に売却の契約した不動産の相続評価 

 被相続人が所有している不動産の売買契約を締結し、引き渡し前に相続が
発生した場合の相続税及び譲渡所得税の取り扱いについて解説します。 
  

＜相続税の取り扱い＞ 

 例：生前に不動産の売買契約（売買金額１億円、契約時の手付金 1000 万円） 

不動産の相続税評価額は 8000 万円 

引き渡し前に売主が亡くなってしまった場合 

 

相続人が相続するのは不動産ではなく、預金の状態になっている手付金 1000 万円＋

不動産の売買契約に基づく残代金請求権 9000 万円の合計１億円相当となります。した

がって、この場合は相続税課税対象となる金額は 8000 万円ではなく１億円相当になり

ます。 

また、このように生前に売買契約を結び、引き渡し前に亡くなったケースにおいては

土地の小規模宅地等の減額特例は適用対象外となってしまいます。 

 

 

＜売却に伴う譲渡所得の申告について＞ 

 不動産の譲渡所得の申告は①売買契約日に譲渡があったとする②引き渡し日に譲渡

があったとする の２通りのうちいずれかを選択できます。 

 

① 売買契約日に不動産譲渡あったとする場合 

・被相続人の譲渡所得として確定申告を行う（準確定申告） 

 →この場合住民税負担なし 

・譲渡所得税や未払の仲介手数料等は相続税申告において債務控除対象 

・不動産が自宅の場合は 3000 万円控除及び軽減税率の適用は可能 

 

② 引き渡し日に不動産譲渡があったとする場合 

・相続人の譲渡所得として確定申告を行う 

・残代金請求権分に対する相続税額見合は取得費に加算することが可能 

・不動産が自宅の場合は同居していた相続人であれば 3000 万円控除及び軽減税

率の適用は可能 

 

① 、②については、税額が有利になるほうを選択することが可能です。 

 


